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運 営 規 程 

〔特別養護老人ホームひぎり園〕 

 

第 1 章 施設の目的及び運営方針 

 

(目的) 

第 1 条 この規程は、社会福祉法人信々会が開設する特別養護老人ホームひぎり園(以下「施設」と

いう)の運営について必要な事項を定め、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉法の理念と介護保

険法に基づき、又、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の遵守を通じて、

入居者の生活の安定及び生活の充実並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的

とする。 

 

(運営方針) 

第 2 条 施設は、少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(以下、「ユニット」とい

う)ごとにおいて【施設サービス計画】に基づき、入居者の居宅における生活への復帰を念頭におき、

入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットに

おいて入居者が相互に社会的関係を築きながら自律的な日常生活を営むことができるようにする

ことを目指すものとする。 

2 施設は、、地域や家庭との結びつきを重視しながら関係する区市町村や介護保険サービス提供者等

と密接な連携を図るものとする。 

 

第 2 章 施設の名称等 

 

第 3 条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次に掲げるところによる。 

(1) 名 称:特別養護老人ホームひぎり園 

(2) 所在地:横浜市港南区上永谷町 4610 番地 1 

 

第 3 章 職員の職種、員数及び職務内容 

 

(職員) 

第 4 条 施設は、介護保険法に基づく「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」

等に示された所定の職員を満たした上で、下記のように配置するものとする。ただし、法令に基づ

き兼務することができるものとする。 
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(1) 施設長 １名（常勤・兼務） 

(2) 医師（非常勤） １名（非常勤・兼務） 

(3) 介護支援専門員 １名（常勤・専従） 

(4) 生活相談員 ２名（常勤・兼務） 

(5) 介護職員 ４０名以上（常勤非常勤・兼務） 

(6) 看護職員 ４名以上（常勤専従・兼務） 

(7) 管理栄養士 １名（常勤・兼務） 

(8) 機能訓練指導員 １名（常勤・兼務） 

(9) 事務員 ２名以上 

(10) 調理員（委託） 必要数 

 

2 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。 

 

(職務) 

第 5 条 職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。 

(1) 施設長は、施設の業務を統括すると共に、福祉は介護のみでは完結しないことを踏まえて、

老人福祉法の理念と社会福祉法人としての役割を職員に伝え指導する。施設長に事故があ

るときは、副施設長が施設長の職務を代行する。 

(2) 医師は、入居者及び職員の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事する。 

(3) 介護支援専門員は、居宅生活への復帰を念頭に置きながら【施設サービス計画書】を作

成、実施状況を把握、必要があれば計画を変更して入居者の満足度を確保する。 

(4) 生活相談員は、入居者の生活相談、面接、身上調査並びに入居者処遇の企画及び実施に関

することに従事する。又、常に介護支援専門員との連携を図りサービス計画につなげる。 

(5) 介護職員は、入居者の日常生活の介護、援助に従事する。 

(6) 看護職員は、入居者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に従事する。 

(7) 管理栄養士（又は栄養士）は、献立作成、栄養ケアマネジメント、経口摂取への移行、療

養食の提供、栄養量計算及び食事記録、委託調理員の指導等の食事業務全般並びに栄養指

導に従事する。 

(8) 機能訓練指導員は、入居者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防

止するための訓練を行う。 

(9) 事務員は、庶務及び会計業務に従事する。 

(10) 調理員は、入居者に提供する食事の調理事務に従事する。 

(11) 施設職員は、ボランティアのインフォーマルサービス提供者との連携も常に考慮しなけれ

ばならない。 
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第 4 章 入居定員 

 

(定員) 

第 6 条 施設の入居定員は、100 名とする。(ユニット型個室 100 名) 

2 施設は、災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入居定員及び居室の定員を超えて入居さ

せることはない。 

3 施設に空床がある場合には、その定員の範囲内で（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供し

ます。 

 

第 5 章 入居者に対するサービス内容及び利用料その他の費用額 

 

(施設サービス計画の作成と開示) 

第 7 条  介護支援専門員は、サービス内容等を記載した【施設サービス計画書】の原案を作成し、そ

れを施設の入居者に対して面談の上説明し文書により合意を得るものとする。 

2 サービス提供記録は、希望に応じて午前９時から午後５時の間に、施設内にて閲覧できるものとす

る。 

3 上記の記録は、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 

(サービスの提供と連携) 

第 8 条 施設は、サービスの提供にあたっては、入居者又はその家族に対して、【施設サービス計画

書】に基づき処遇上必要な事項について、理解しやすいように面談の上、説明を行わなければなら

ない。又、【施設サービス計画書】を基本としてサービスを提供し、必要部署と連携を図るものとす

る。 

2 施設は、入居申込者が入院治療を必要とする場合その他入居申込者に対して自ら適切な便宜を提供

することが困難である場合は、適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等を紹介するな

どの適切な措置を講じるものとする。 

 

(サービス提供拒否の禁止) 

第 9 条 施設は、正当な理由なく指定介護老人福祉施設サービスの提供を拒んではならない。 

 

(居室及びユニット) 

第 10 条 施設が提供する居室は原則全室個室とする。その際、選択する階及び居室は、入居者の希望

及び居室の空室状況等により、施設側が入居者に対して居室の状況、利用料等を文書により説明し

合意を得るものとする。 
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2 ユニット数は、10 とする。 

3 居室は、いずれかのユニットに属し、当該ユニットの共同生活室に近接して設けられている。 

4 1 ユニットの定員は、10 人とする。 

 

(共同生活室) 

第 11 条 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、ユニットの入居者が交流し、共同生

活を営めるよう必要な設備・構造となっている。 

2 入居者が、心身の状況に応じて家事を行うことができるよう共同生活室に簡易な調理設備が設置さ

れている。 

 

(入浴) 

第 12 条 １週間に２回以上、入浴または清拭を行う。但し、入居者に傷病があったり伝染性疾患の疑

いがあるなど、医師が入浴が適当でないと判断する場合には、これを行わないことができる。 

 

(排泄) 

第 13 条 入居者の心身の状況に応じて、また個人のプライバシーを尊重の上、適切な方法により、又

は排泄の自立について、必要な援助を行うものとする。 

2 おむつを使用しなければならない入居者のおむつを適宜取り替えるものとする。 

 

(離床・着替え・整容等) 

第 14 条 離床、着替え、整容等の介護を適宜行うものとする。 

 

(食事の提供) 

第 15 条 原則として、共同生活室において日常食を１日３食、業者委託により提供する。尚、食事は

栄養並びに入居者の身体の状況を考慮したものとする。 

※体調不良により共同生活室での食事ができない場合は、居室まで配膳・下膳を行うものとする。 

2 食事の時間は、次の通りとする。 

 (1)朝食 午前 7 時 30 分～午後 8 時 30 分 

 (2)昼食 午後 0 時 00 分～午後 1 時 00 分 

 (3)夕食 午後 6 時 00 分～午後 7 時 00 分 

3 あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間(２時間以内)、食事の取り

置きをすることができる。 

4 １日前までに、予め欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。 
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(相談援助) 

第 16 条 入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者に対し、その相

談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。 

 

(機能訓練) 

第 17 条 入居者の心身の状況に応じて、入居者との合意に基づき日常生活を営むのに必要な機能を

回復し、又はその減退を防止するための訓練を行うことができる。 

 

(社会生活上の便宜の提供等) 

第 18 条 趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの

活動を支援するものとする。 

 (1)1 日当たりの主な日課 

午前６時ごろ －起床 

7 時 30 分～8 時 30 分 －朝食時間 

9 時 －入浴／余暇活動／その他 

午後 0 時～1 時 －昼食時間 

2 時 －入浴／余暇活動／その他 

3 時 －おやつ 

6 時～7 時 －夕食時間 

9 時 －自由時間、就寝 

 (2)年間行事計画(原則、ユニット毎の計画及び実施とする) 

4 月 花見 

5 月  

6 月 防災訓練 

7 月 七夕 

8 月  

9 月 敬老会 

10 月  

11 月 防災訓練、インフルエンザ予防接種 

12 月 クリスマス会、 

1 月 元旦式典、鏡開き 

2 月 節分 

3 月 ひな祭り、健診 
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2 入居者が日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、入居者が行うことが困難で

ある場合は、申し出及び同意に基づき、施設が代わって行うことができる。 

3 入居者の希望により、要介護認定の更新や変更の代行業務を行う。 

 

(介護) 

第 19 条 上記の他に離床、洗面、移乗、移動、外出、更衣、就寝等の介護を、個々の利用者の状態に

合わせ、【施設サービス計画書】にそって提供するものとする。 

 

(リネン交換) 

第 20 条 毎週一回、居室のリネン交換を行うこととする。その他、汚れた時に随時交換を行う。また、

入居者のご希望や身体の状態に合わせて、医務室やリハビリとの連携の上、適切なベッドマットへ

の交換を行うこととする。 

 

(理美容サービス) 

第 21 条 理美容師の来園日に、入居者のご希望に合わせて理美容業者が定める料金にて提供するこ

ととする。 

 

(健康保持) 

第 22 条 医師又は看護職員は、常に入居者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切

な措置をとり、必要に応じてその記録を保存するものとする。 

 

(金銭管理) 

第 23 条 施設は原則として入居者の金銭を預からない。 

 

(入院期間中の対応) 

第 24 条 入居者に入院の必要が生じた場合であって、医師の診断により明らかに３か月以内に退院

できる見込みがない場合、または入院後３か月しても医師の診断により退院できないことが明らか

になった場合は、入居者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを

得ない事情がある場合を除き、退院後再び円滑に入居することができるように、入居者又はその家

族と協議して定めるものとする。 

 

(緊急時の対応) 

第 25 条 身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問

わず２４時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。 
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2 職員はナースコール等で入居者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な対応を行うもの

とする。 

3 入居者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、その緊急連絡

先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。 

 

(利用料) 

第 26 条 施設の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、施設

サービスにかかる料金として別紙【料金一覧表】記載の利用料の１割相当分、２割相当分、３割相

当分のいずれかと居住費及び食費、入居者の選択によりかかるサービスの利用料の合計額とする。

なお、法定料金の額の変更に関しては、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準に基づくも

のとし、所定料金の額の変更に関しては、予め入居者に対し説明を行い、意見を聞いた上で行うも

のとする。 

2 本人負担が適当と認められる日常生活費の額は、別紙【料金一覧表】記載の利用料とする。 

3 入居者の選定に基づく追加的料金は、別紙【料金一覧表】記載の利用料とする。 

4 利用料は暦月によって、月額利用料を毎月支払うものとし、利用開始又は利用終了に伴って１か月

に満たない期間を利用した場合等は、日割り計算によって計算するものとする。 

5 施設の入居者は、月額利用料を翌月 20 日から月末までに、施設に、口座自動振替で支払うものと

する(特段の事情がある場合は振込や現金支払いができるものとする)。 

 

第 6 章 施設の利用にあたっての留意事項及び職員の義務 

 

(自己選択の生活と共同生活への尊重) 

第 27 条 入居者は、自らの希望と選択に基づき自らの生活を送ることを原則とするが、共同生活であ

ることをも深く認識し、施設の秩序を保ち相互の親睦に努めるものとする。 

 

(外出) 

第 28 条 入居者は、外出(短時間のものは除く)しようとする時は、その前日までに外出先、用件、施

設へ帰着する予定時間等を施設長に届出るものとする。 

 

(外泊) 

第 29 条 入居者は施設外で宿泊することができるが、３日前までに外泊先、用件、施設へ帰着する予

定日時等を施設長に届出るものとする。 
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(面会) 

第 30 条 来訪者が入居者と面会しようとする時は、来訪者が事務室の面会簿にその氏名等を記入す

るものとする。施設長は特に必要があるときは面会の場所や時間を指定することができるものとす

る。面会時に持参した物品、食品、薬等は、必ず職員に伝えるものとする。 

 

(健康留意) 

第 31 条 入居者は、努めて健康に留意するものとする。施設で行う健康診断は特別の理由がない限

り、これを受診し、予防接種も受けるものとする。 

 

(衛生保持) 

第 32 条 入居者は施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、施設に協力するものと

する。 

2 施設長、医師、看護師、その他の職員及び衛生管理者（看護師）【削除】は、次の各号の実施に努め

なければならない。 

(1) 衛生知識の普及、伝達 

(2) 原則年２回の全館防虫防鼠消毒及び年１回の大掃除 

(3) その他必要なこと 

 

(感染症対策) 

第 33 条 施設において、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じるものとする。 

(1) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会をおおむね３月に１回程度開催

する。 

(2) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定し、前号の対策委員会にて随意

見直すこと。 

(3) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修会を定期的(年２回以上)に開催するこ

と。また、新規採用時には必ず研修を実施すること。 

(4) その他関係通知の遵守、徹底 

 

(介護事故発生時の対応及び防止等) 

第 34 条 入居者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、入居者の家

族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。 

2 事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

3 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 
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4 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その改善策を講じるとともに職

員に周知徹底するものとする。 

5 事故発生の防止のための委員会を整備し、事故対応マニュアルを策定すると共に定期的な研修（年

２回以上）を開催すると共に、新規採用時には必ず研修を実施すること。  

 

(施設内の禁止行為) 

第 35 条 入居者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

(1) けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。 

(2) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の権利・自由を侵害したり、他人を誹

謗、中傷、排撃したりすること。 

(3) 指定した場所以外で火気を用いること。（指定した場所以外での喫煙を含む） 

(4) 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。 

(5) 故意又は無断で、施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。 

(6) 犬・猫などの動物を飼育すること。 

 

(秘密の保持) 

第 36 条 施設は、業務上知り得た契約者、入居者並びにその家族に関する個人情報並びに秘密事項に

ついては、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権

限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に

限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中及び契約終了後においても第三者に対

して秘匿します。 

2 職員は業務上知り得た入居者またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 

 

第 7 章 非常災害対策 

 

(災害等非常時への対応) 

第 37 条 施設は、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常

時に備えて必要な設備を設けるものとする。 

2 施設は、消防法令に基づき、非常災害等に対して防火管理者を定め、具体的な消防計画等の防災計

画をたて、職員及び入居者が参加する消火、通報及び避難訓練を原則として少なくとも年２回は実

施する。そのうち年１回以上は夜間を想定した訓練とする。 

3 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法で、

職員に事態の発生を知らせるものとする。 
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4 施設の火災通報装置は、煙感知や熱感知の作動によって、自動的に消防署に通報される装置となっ

ている。また、居室の全てにスプリンクラー装置が設置されている。 

5 備蓄食料品は、３日間分とする。 

6 感染症及び非常災害等発生時における事業継続計画(BCP)を策定し、定期的な研修及び事業継 

続計画に基づく訓練を実施する。 

 

第 8 章 その他の運営についての重要事項 

 

(人権の擁護及び虐待の防止のための措置) 

第 38 条 施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備 

(2) 成年後見制度の利用支援 

(3) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について職員

に周知徹底を図ることとする。 

(4) 虐待防止のための指針を整備する。 

(5) 職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に(年 2 回)実施する。 

(6) 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

2 職員は、入居者に対し､以下のような身体的苦痛を与え､人格を辱める等の虐待を行ってはならない。

(1) 殴る､蹴る等直接お客様の身体に侵害を与える行為。 

(2) 合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与えずに

長時間作業を継続させる行為 

(3) 廊下に出したり､小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。 

(4) 強引に引きずるようにして連れて行く行為。 

(5) 食事を与えないこと。 

(6) お客様の健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。    

(7) 乱暴な言葉使いや利用者をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。 

(8) ホームを退所させる旨脅かす等言葉による精神的苦痛を与えること。 

(9) 性的な嫌がらせをすること。 

(10)当該利用者を無視すること。 

 

(身体拘束等) 

第 39 条 施設は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第 11 条第４項の「サ

ービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない」こ
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とを受けて、利用者の人権を尊重するとともに、日常生活のケアの充実を図っていく。また、「拘

束をしない介護」を目指し、別紙「身体拘束適正化のための指針」を定め、下記の体制を整えて

実施にあたる。 

  ①関係従業員が幅広く参加できるケースカンファレンスの実施など身体拘束廃止のための体制 

  ②身体拘束等の必要性（切迫性、非代替性、一時性）を判断するための具体的な手順 

  ③身体拘束等の解除の予定日を記載した処遇改善計画の作成、入居者又はその家族への説明 

  ④身体拘束の実施中の経過観察記録の作成及び経過についての入居者又はその家族への説明 

  ⑤解消後の身体拘束等の妥当性の検証作業の実施及び記録 

⑥職員に対し、身体拘束適正化のための研修を定期的に(年 2 回)実施する。 

⑦上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

(入居資格) 

第 40 条 施設の入居資格は、要介護認定にて要介護と認定され、本施設の入居を希望する方であっ

て、入院治療を必要とせず、利用料の負担ができる方及びその他法令により入居できる方とする。 

2 厚生労働省制定の緊急度判定基準において対象者と認定され、施設の入居検討委員会にて入居と判

断された者で、居室の状況に適応する方より入居する。 

 

(内容及び手続きの説明及び同意、契約) 

第 41 条 入居にあたっては、あらかじめ、入居申込者及びその家族に対し、運営規程の概要等の重要

事項を記した重要事項説明書、契約書を交付して説明を行い、入居申込者との合意の上、契約を締

結するものとする。 

 

(施設・設備) 

第 42 条 施設の利用時間や生活ルール等は、施設長が入居者と協議の上決定するものとする。 

2 入居者は、定められた場所以外に私物を置いたり、占用してはならないものとする。 

3 施設・設備等の維持管理は職員が行うものとする。 

 

(苦情対応) 

第 43 条 入居者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速

やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、入居者またはその

家族に報告するものとする。 

なお、苦情申立窓口は、重要事項説明書に記載された通りとする。 
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(介護サービス情報の公表) 

第 44 条 社会福祉法第 24 条等及び介護保険法に則り、市民が社会福祉法人信々会の提供するサービ

スを安心して利用できるよう理解と信頼を促進するため、介護サービス情報の公表を行うものとす

る。 

 

(記録の整備) 

第 45 条 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

2 施設は、【施設サービス計画書】に則って行ったサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

 

(運営推進会議) 

第 46 条 施設の行う指定介護老人福祉施設の運営を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の

確保を図ることを目的として、運営推進会議を設置する。 

2 運営推進会議は入居者、入居者の家族、地域住民の代表者、地区社会福祉協議会の代表者、民生委

員、地域包括支援センター職員、施設の代表、施設の職員で構成するものとする。 

3 運営推進会議の開催はおおむね３月に１回以上とする。 

4 運営推進会議は指定介護老人福祉施設の活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、

助言等を聴く機会とする。 

 

第 9 章 雑則 

 

(法令との関係) 

第 47 条 この規程に定めのない事項については、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成 11 年 3 月 31 日厚生省令第 39 号）、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基

準（平成 11 年 3 月 31 日厚生省令第 46 号）その他関連法令の定めるところによる。 

 

(委任) 

第 48 条 この規程の施行上必要な窓口については、施設長が別に定める。 

 

(改正) 

第 49 条 この規程の改正、廃止は理事長が決定する。 
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付則 

(施行) 

この規定は令和 4 年 7 月 1 日から施行する 

     令和 4 年 10 月 1 日改正 

     令和 6 年 4 月 1 日改正 

     令和 7 年 6 月 1 日改正 
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運営規程別紙       《 料 金 一 覧 表 》 

 

  ①介護保険法が定める法定料金 

  Ⅰ.基本サービス利用料金 (R6.4.1 現在) 

要介護度 単位
 

１日当たりの負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ 670単位/日 719円 1,437円 2,155円 

要介護２ 740単位/日 794円 1,587円 2,380円 

要介護３ 815単位/日 874円 1,748円 2,622円 

要介護４ 886単位/日 950円 1,900円 2,850円 

要介護５ 955単位/日 1,024円 2,048円 3,072円 

   入居者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払

いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され

ます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項

を記載した｢サービス提供証明書｣を交付します。 

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変

更します また上記基本施設サービス費のほかに、次項加算が発生した場合は自己負担額に追

加されます。 

  Ⅱ.加算料金等 

加算等名称 単位
 

１日(月)当たりの負担金 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

初期加算(入居から30日限り) 30単位/日 32円 65円 97円 

個別機能訓練加算Ⅰ 12単位/日 13円 26円 39円 

個別機能訓練加算Ⅱ〔1か月〕 20単位/月 22円(月) 43円(月) 65円(月) 

看護体制加算Ⅰロ 4単位/日 5円 9円 13円 

看護体制加算Ⅱロ 8単位/日 9円 17円 26円 

看取り介護加算Ⅰ・Ⅱ(死亡日以前31日以上45日以下) 72単位/日 78円 155円 232円 

看取り介護加算Ⅰ・Ⅱ(死亡日以前4日以上30日以下) 144単位/日 155円 309円 464円 

看取り介護加算Ⅰ(死亡日前々日及び前日) 680単位/日 729円 1,458円 2,187円 

看取り介護加算Ⅰ(死亡日当日) 1,280単位/日 1,373円 2,745円 4,117円 

看取り介護加算Ⅱ(死亡日前々日及び前日) 780単位/日 837円 1,673円 2,509円 

看取り介護加算Ⅱ(死亡日当日) 1,580単位/日 1,694円 3,388円 5,082円 

入院・外泊時費用(月に6日を限度) 246単位/日 264円 528円 792円 

退所前後訪問相談援助加算〔1回〕 460単位/回 494円(回) 987円(回) 1,480円(回) 

退所時相談援助加算〔1回〕(1回に限る) 400単位/回 429円(回) 858円(回) 1,287円(回) 
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加算等名称 単位 
1日(月)あたりの負担金 

1割負担 2割負担 3割負担 

退所前連携加算〔1回〕 500単位/回 536円(回) 1,072円(回) 1,608円(回) 

在宅復帰支援機能加算 10単位/日 11円 22円 33円 

在宅・入所相互利用加算 40単位/日 43円 86円 129円 

栄養マネジメント強化加算 11単位/日 12円 24円 36円 

経口移行加算 28単位/日 30円 59円 88円 

経口維持加算Ⅰ〔1か月〕 400単位/月 429円(月) 858円(月) 1,287円(月) 

経口維持加算Ⅱ〔1か月〕 100単位/月 108円(月) 215円(月) 322円(月) 

口腔衛生管理加算Ⅰ〔1か月〕 90単位/月 97円(月) 193円(月) 290円(月) 

口腔衛生管理加算Ⅱ〔1か月〕 110単位/月 118円(月) 236円(月) 354円(月) 

療養食加算〔1回〕(1日3回を限度) 6単位/回 7円(回) 13円(回) 20円(回) 

認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位/日 4円 7円 10円 

認知症専門ケア加算Ⅱ 4単位/日 5円 9円 13円 

認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を限度) 200単位/日 215円 429円 644円 

若年性認知症入所者受入加算 120単位/日 129円 258円 387円 

精神科医定期的療養指導加算 5単位/日 6円 11円 17円 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位/日 24円 47円 71円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/日 20円 39円 58円 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/日 7円 13円 20円 

夜勤職員配置加算Ⅱロ 18単位/日 20円 39円 58円 

夜勤職員配置加算Ⅳロ 21単位/日 23円 45円 68円 

生活機能向上連携加算Ⅰ〔1か月〕 100単位/月 108円(月) 215円(月) 322円(月) 

生活機能向上連携加算Ⅱ(1か月) 200単位/月 215円(月) 429円(月) 644円(月) 

再入所時栄養連携加算〔1回〕 200単位/回 215円 429円 644円 

配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) 650単位/日 697円 1,394円 2,091円 

配置医師緊急時対応加算(深夜) 1,300単位/日 1,394円 2,788円 4,181円 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ〔1か月〕 3単位/月 4円(月) 7円(月) 10円(月) 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ〔1か月〕 13単位/月 14円(月) 28円(月) 42円(月) 

日常生活継続支援加算Ⅱ 46単位/日 50円 99円 148円 

障害者生活支援体制加算Ⅰ 26単位/日 28円 56円 84円 

障害者生活支援体制加算Ⅱ 41単位/日 44円 88円 132円 

外泊時在宅サービス利用(月に6日を限度) 560単位/日 601円 1,201円 1,801円 

ADL等維持加算Ⅰ〔1か月〕 30単位/月 33円(月) 65円(月) 97円(月) 

ADL等維持加算Ⅱ〔1か月〕 60単位/月 65円(月) 129円(月) 193円(月) 

自立支援促進加算〔1か月〕 280単位/月 322円(月) 644円(月) 965円(月) 

安全対策体制加算〔1か月〕(1回に限る) 20単位/回 22円 43円 65円 
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加算等名称 単位 
1日あたりの負担金 

1割負担 2割負担 3割負担 

排せつ支援加算Ⅰ〔1か月〕 10単位/月 11円(月) 22円(月) 33円(月) 

排せつ支援加算Ⅱ〔1か月〕 15単位/月 16円(月) 32円(月) 48円(月) 

排せつ支援加算Ⅲ〔1か月〕 20単位/月 22円(月) 43円(月) 65円(月) 

科学的介護推進体制加算Ⅰ〔1か月〕 40単位/月 43円(月) 86円(月) 129円(月) 

科学的介護推進体制加算Ⅱ〔1か月〕 50単位/月 54円(月) 108円(月) 161円(月) 

協力医療機関連携加算Ⅰ〔1か月〕 50単位/月 54円(月) 108円(月) 161円(月) 

協力医療機関連携加算Ⅱ〔1か月〕 5単位/月 6円(月) 11円(月) 16円(月) 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ〔1か月〕 10単位/月 11円(月) 22円(月) 33円(月) 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ〔1か月〕 5単位/月 6円(月) 11円(月) 16円(月) 

新興感染症等施設療養費(連続する5日に限る) 240単位/日 262円 523円 784円 

特別通院送迎加算 594単位/月 637円(月) 1,274円(月) 1,911円(月) 

認知症チームケア推進体制加算Ⅰ 150単位/月 161円(月) 322円(月) 483円(月) 

認知症チームケア推進体制加算Ⅱ 120単位/月 129円(月) 258円(月) 386円(月) 

生産性向上推進体制加算Ⅰ 100単位/月 108円(月) 215円(月) 322円(月) 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 10単位/月 11円(月) 22円(月) 33円(月) 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 基本+加算単位合計額/日に140/1000乗じた金額 

  Ⅲ.計算方法 

   (単位数×日数×10.72 円)－(単位数×日数×10.72 円×0.9or0.8or0.7)＝利用者負担 

   ※ひと月あたりの負担額は、1 日あたりの負担額に日数を掛けたものではありません。 

   ※未実施のサービスは算定いたしません。 

  Ⅳ.高額介護サービス費 

   1 か月の介護サービスの利用者負担の合計額が所得に応じた下記上限金額を超えた場合には、

超えた分が申請により払い戻されます。    

所得区分 上限額 

課税所得 690 万円(年収 1,160 万円)以上 世帯で 140,100 円 

課税所得 380 万円(年収 770 万円) 

～課税所得 60 万円(年収 1,160 万円)未満 

世帯で 93,000 円 

市町村民税課税～課税所得 380 万円(年収 770 万円)未満 世帯で 44,400 円 

世帯の全員が市町村民税非課税 世帯で 24,600 円 

前年の公的年金収入金額＋その他の合計所得金額の合計

が 80 万以下の方等 

世帯で 24,600 円 

個人で 15,000 円 

生活保護を受給している方等 世帯で 15,000 円 
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②居住費(滞在費)・食費 

Ⅰ.居住費:2,066 円/日 

Ⅱ.食費 :1,590 円/日 (朝食 394 円/昼食 535 円/おやつ 126 円/夕食 535 円) 

Ⅲ.負担限度額認定 

 世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けられておられ

る方の場合は、市町村へ申請をすることにより、「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居

住費(滞在費)・食費の負担が軽減される場合があります。 

なお、居住費と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記

載している負担限度額とします。 

〔要件〕・市町村民税非課税世帯の方であること 

    ・配偶者(同一世帯・別世帯に関わらず)が市町村民税非課税の方 

    ・本人及び配偶者(同一世帯・別世帯に関わらず)の預貯金等が以下の基準を満たす方 

区分 収入等の基準 預貯金の基準 居住費 食事 

第 1 段階 生活保護受給者 単身:1,000 万円以下 

夫婦:2,000 万円以下 
880 円/日 300 円/日 

第 2 段階 80 万円以下 単身:650 万円以下 

夫婦:1,650 円以下 
880 円/日 390 円/日 

第 3 段階① 80 万円超 120 万円以下 単身:550 万円以下 

夫婦:1,550 万円以下 
1,370 円/日 650 円/日 

第 3 段階② 120 万円超 単身:500 万円以下 

夫婦:1,500 万円以下 
1,370 円/日 1,360 円/日 

③所定料金 

 介護保険法で基本サービスとは別に利用者が自己負担することとされ、事業所ごとに利用者と

の契約に基づくものとされており、全額が利用者負担となります。 

Ⅰ.日常生活費 

項目 内容 料金 

保清関連用品 浴用タオル・洗顔タオル・おしぼり・ハミングッド 110 円/日 

水分補給関連用品 緑茶・ほうじ茶・麦茶等お茶類、コーヒー・紅茶・ココア・

スポーツドリンク等 

54 円/日 

 ※各関連用品すべてご自分で準備をされる場合は、日常生活費の自己負担は生じません。その

他、個別で必要とする物(オムツを除く)につきましては、入居者の自己負担となりますので

ご了承ください。 
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Ⅱ.個別サービス利用料金 

項目 内容 料金 

理美容サービス カット・カラー・パーマなど 実費 

(業者の設定金額) 

余暇活動 入居者が選定する余暇活動に係る原材料の費用など 実費 

レクリエーション 

行事 

入居者が選定するレクリエーション・行事の提供に係る費

用など(花見・夏祭り・敬老会・新年会等) 
実費 

健康管理関連 インフルエンザ等予防接種に係る費用 実費 

私物洗濯関連 クリーニング代(施設で洗濯が出来ないもの) 実費 

電気代(個人専用の

家電製品に限る) 

冷蔵庫・オーディオ製品、電気あんか・電気毛布・パソコン・

ひげそり充電器・携帯充電器等 

550 円/月 

(1 台につき) 

   ※その他個別でご希望されたサービスについては、その都度実費をいただきます。 

  Ⅲ.文書量 

   項目 内容 料金 

コピー代 記録物をコピーした場合 11 円/枚 

Ⅳ.居室を明け渡さない場合 

   入居者が契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け

渡された日までの期間について、外泊期間中と同じ単位数の利用料金(介護保険は適用されませ

ん)をいただきます。 

 


